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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの吹き出し口（４）から吹き出される風の向きを、前記吹き出し口から離れた操作
部（２）により調整でき、かつ、前記吹き出し口から吹き出される風の向きを調整する機
構（１１４、１１５、１１６、１１７）が前記吹き出し口よりも前記風の流路の上流側に
位置しており、前記吹き出し口から吹き出される風の集中拡散度合いを調整する機能を備
えている車両用空調装置（１）とともに用いられ、
　車両の車室において運転席から視認可能な位置に設置された表示部（５２）と、
　前記表示部に、前記吹き出し口から吹き出される風の向きを表示する表示制御部（５１
）とを備え、
　前記表示制御部は、前記表示部に、車両の車室を三次元的に表す車室画像（７）を表示
するとともに、前記車両用空調装置が空調を行っている領域に対応する前記車室画像内の
位置に、前記車両用空調装置が行っている空調の状態を示す空調画像（８、９）を重畳表
示するものであって、前記車室画像に、前記空調画像として、前記吹き出し口またはその
付近から前記風の吹き出される向きに延びる風情報画像を重畳表示し、前記風情報画像は
、前記集中拡散度合いに応じて幅が変化する車両空調用表示装置であって、
　前記車両用空調装置は、前記吹き出し口から吹き出される風の向きを、前記車両の前席
乗員の顔およびその周辺を含むエリアである顔周辺エリアの一部を選択したエリアに向か
う向きとすることができ、
　前記車室画像は、前記車室を、前記車室の斜め後方の上方より見た三次元画像であり、
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　前記表示制御部は、前記車室画像に加えて、前記車両の正面から見た前記前席乗員の顔
を表す画像を含んでいる顔周辺エリア画像（１０、２１０）に、前記顔周辺エリアにおい
て前記吹き出し口から吹き出される風が向かう方向を表す風向き図形（１０３）を重畳し
た画像を、前記表示部に表示することを特徴とする車両空調用表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記車両用空調装置は、前記吹き出し口から吹き出される風量を調整する機能を備え、
　前記風情報画像は、前記風量に応じて長さが変化することを特徴とする車両空調用表示
装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記車両用空調装置は、吹き出す風の向きが前記操作部により調整される前記吹き出し
口を複数備え、
　前記表示制御部は、前記車室画像に、複数の前記吹き出し口から吹き出される風に対応
する複数の前記風情報画像を重畳表示することを特徴とする車両空調用表示装置。
【請求項４】
　１つの吹き出し口（４）から吹き出される風の向きを、前記吹き出し口から離れた操作
部（２）により調整でき、かつ、前記吹き出し口から吹き出される風の向きを調整する機
構（１１４、１１５、１１６、１１７）が前記吹き出し口よりも前記風の流路の上流側に
位置しており、前記吹き出し口から吹き出される風の向きを、車両の前席乗員の顔および
その周辺を含むエリアである顔周辺エリアの一部を選択したエリアに向かう向きとするこ
とができる車両用空調装置（１）とともに用いられ、
　車両の車室において運転席から視認可能な位置に設置された表示部（５２）と、
　前記表示部に、前記吹き出し口から吹き出される風の向きを表示する表示制御部（５１
）とを備え、
　前記表示制御部は、前記車両の正面から見た前記前席乗員の顔を表す画像を含んでいる
顔周辺エリア画像（１０、２１０）に、前記顔周辺エリアにおいて前記吹き出し口から吹
き出される風が向かう方向を表す風向き図形（１０３）を重畳した画像を、前記表示部に
表示することを特徴とする車両空調用表示装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記表示制御部は、前記顔周辺エリア画像に前記風向き図形（１０３）を重畳した画像
を、前記表示部に表示することに加えて、前記表示部に、車両の車室を前記車室の斜め後
方の上方より見て三次元的に表す車室画像（７）を表示するとともに、前記車両用空調装
置が空調を行っている領域に対応する前記車室画像内の位置に、前記車両用空調装置が行
っている空調の状態を示す空調画像（８、９）を重畳表示するものであり、前記空調画像
として、前記吹き出し口またはその付近から前記風の吹き出される向きに延びる風情報画
像を表示することを特徴とする車両空調用表示装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記車両用空調装置は、前記吹き出し口から吹き出される風量を調整する機能を備え、
　前記風情報画像は、前記風量に応じて長さが変化することを特徴とする車両空調用表示
装置。
【請求項７】
　請求項５または６において、
　前記車両用空調装置は、前記吹き出し口から吹き出される風の集中拡散度合いを調整す
る機能を備え、
　前記風情報画像は、前記集中拡散度合いに応じて幅が変化することを特徴とする車両空
調用表示装置。
【請求項８】
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　請求項５～７のいずれか１項において、
　前記車両用空調装置は、吹き出す風の向きが前記操作部により調整される前記吹き出し
口を複数備え、
　前記表示制御部は、前記車室画像に、複数の前記吹き出し口から吹き出される風に対応
する複数の前記風情報画像を重畳表示することを特徴とする車両空調用表示装置。
【請求項９】
　請求項１～３、８のいずれか１項において、
　前記車両に、前記前席乗員の顔位置を検出する顔位置認識装置（６）が備えられ、
　前記表示制御部は、前記顔周辺エリア画像内における前記前席乗員の顔を表す画像の位
置を、前記顔位置認識装置が検出した前記前席乗員の顔位置に応じて移動させることを特
徴とする車両空調用表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両において空調の状態を表示するために用いられる車両空調用表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、車両に搭載される空調コントロール装置が開示されている。この装置
は、空調の３種類の状態を設定する操作部、具体的には、吹き出し口の切り替え、風量変
更、温度変更に関する設定を行う操作部を備える。操作部は、空調の３種類の状態のいず
れかを選択するプッシュノブと、このプッシュノブの外周に配置されたダイヤルノブとを
備える。
【０００３】
　また、特許文献１の空調コントロール装置は、操作部により設定された空調の状態を表
示する液晶表示部を、操作部の横に備える。この液晶表示部には、どの吹き出し口から風
が吹き出されているか、その吹き出し口から吹き出されている風量、設定温度が表示され
る。
【０００４】
　また、従来、吹き出し口に配置されたルーバの向きにより、一つの吹き出し口から吹き
出される風の向きを調整する技術が広く知られている。特許文献２に開示の風向き調整装
置は、吹き出し口のルーバに機械的に連結された操作子を左右に移動させることで、ルー
バの左右の向きを変更する。また、この操作子とは別にルーバに機械的に連結された操作
ノブを左右に移動させると、ルーバの向きが、風の流れの上流側に対して下流側が狭まり
、あるいは、その反対に、上流側に対して下流側が広がる。これにより、風の集中拡散度
合いが変化する。さらに、操作ノブおよび操作子とは別体のシャッタ操作ノブもルーバに
機械的に連結されており、このシャッタ操作ノブを上下に回動操作することによって、吹
き出し口の開閉を行う。
【０００５】
　また、特許文献３－６に開示されているように、吹き出し口よりも、風の流路の上流側
で、その吹き出し口から吹き出される風の上下左右の向きの調整、風の集中拡散度合いの
調整、風の流路の開閉を電子制御により行う技術も広く知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１６６６６９号公報
【特許文献２】特開平６－１９１２６４号公報
【特許文献３】特開２００８－３９６８３７号公報
【特許文献４】特開２０１０－８２０号公報
【特許文献５】特開平１１－７８４８３号公報
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【特許文献６】特開平１１－２０８２４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　１つの吹き出し口から吹き出される風の向きを、吹出し口から離れた操作部により設定
できる車両用空調装置が考えられる。１つの吹き出し口から吹き出される風の向きを、吹
き出し口から離れた操作部で調整できる場合、特許文献１のように、どの吹き出し口から
風が吹き出されているかが表示されるだけでは、吹き出し口から吹き出されている風の向
きを把握することは困難である。
【０００８】
　特に、風向きを調整する機構が吹き出し口よりも風の流路の上流側に位置している場合
、吹き出し口を見ることによっても、その吹き出し口から吹き出される風の向きを把握す
ることが困難である。
【０００９】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、車両用
空調装置とともに用いられ、吹き出し口から吹き出される風の向きを容易に把握すること
ができる車両空調用表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的は独立請求項に記載の特徴の組み合わせにより達成され、また、下位請求項は
、発明の更なる有利な具体例を規定する。特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一
つの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、
本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００１１】
　上記目的を達成するための第１発明は、１つの吹き出し口（４）から吹き出される風の
向きを、吹き出し口から離れた操作部（２）により調整でき、かつ、吹き出し口から吹き
出される風の向きを調整する機構（１４、１５、１６、１７）が吹き出し口よりも風の流
路の上流側に位置しており、吹き出し口から吹き出される風の集中拡散度合いを調整する
機能を備えている車両用空調装置（１）とともに用いられ、車両の車室において運転席か
ら視認可能な位置に設置された表示部（５２）と、表示部に、吹き出し口から吹き出され
る風の向きを表示する表示制御部（５１）とを備え、表示制御部は、表示部に、車両の車
室を三次元的に表す車室画像（７）を表示するとともに、車両用空調装置が空調を行って
いる領域に対応する車室画像内の位置に、車両用空調装置が行っている空調の状態を示す
空調画像（８、９）を重畳表示するものであって、車室画像に、空調画像として、吹き出
し口またはその付近から風の吹き出される向きに延びる風情報画像を重畳表示し、風情報
画像は、集中拡散度合いに応じて幅が変化することを特徴とする車両空調用表示装置であ
って、車両用空調装置は、吹き出し口から吹き出される風の向きを、車両の前席乗員の顔
およびその周辺を含むエリアである顔周辺エリアの一部を選択したエリアに向かう向きと
することができ、車室画像は、車室を、車室の斜め後方の上方より見た三次元画像であり
、表示制御部は、車室画像に加えて、車両の正面から見た前席乗員の顔を表す画像を含ん
でいる顔周辺エリア画像（１０、２１０）に、顔周辺エリアにおいて吹き出し口から吹き
出される風が向かう方向を表す風向き図形（１０３）を重畳した画像を、表示部に表示す
ることを特徴とする車両空調用表示装置である。
　第２発明は、１つの吹き出し口（４）から吹き出される風の向きを、吹き出し口から離
れた操作部（２）により調整でき、かつ、吹き出し口から吹き出される風の向きを調整す
る機構（１１４、１１５、１１６、１１７）が吹き出し口よりも風の流路の上流側に位置
しており、吹き出し口から吹き出される風の向きを、車両の前席乗員の顔およびその周辺
を含むエリアである顔周辺エリアの一部を選択したエリアに向かう向きとすることができ
る車両用空調装置（１）とともに用いられ、車両の車室において運転席から視認可能な位
置に設置された表示部（５２）と、表示部に、吹き出し口から吹き出される風の向きを表
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示する表示制御部（５１）とを備え、表示制御部は、車両の正面から見た前席乗員の顔を
表す画像を含んでいる顔周辺エリア画像（１０、２１０）に、顔周辺エリアにおいて吹き
出し口から吹き出される風が向かう方向を表す風向き図形（１０３）を重畳した画像を、
表示部に表示することを特徴とする車両空調用表示装置である。
【００１２】
　本発明によれば、運転席から視認可能な位置に設置された表示部に、吹き出し口から吹
き出される風の向きが表示される。したがって、操作部を操作する者は、この表示部を見
ることで、吹き出し口から吹き出される風の向きを容易に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態となる車両用空調システム１００の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】車両用空調システム１００を搭載した車両のダッシュボード付近を示す斜視図で
ある。
【図３】図１の操作デバイス２の外観斜視図である。
【図４】ディスプレイＥＣＵ５１が表示部５２に表示させる車室画像７である。
【図５】ディスプレイＥＣＵ５１が表示部５２に表示させる車室画像７であって、図４と
は別の例である。
【図６】顔周辺エリア画像の表示例である。
【図７】顔周辺エリア画像の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１５】
　（車両用空調システム１００の構成）
　図１に示す車両用空調システム１００は、車両に搭載される。この車両用空調システム
１００は、車両用空調装置（以下、空調装置）１、操作デバイス２、操作スイッチ３、表
示装置５、顔位置認識装置６を含んでいる。以降では、車両用空調システム１００を搭載
した車両を自車と呼ぶ。
【００１６】
　空調装置１は、複数の空調部を備える。具体的には、空調装置１は、空調部として、主
空調部１１、輻射ヒータ１２、シート空調部１３、加湿部１４を備える。
【００１７】
　輻射ヒータ１２は、ダッシュボードの下部や、前席シートの下部などの所定位置に、１
つまたは複数備えられている。
【００１８】
　シート空調部１３は、シート内部に配置されており、シートを介して、そのシートに着
座した乗員に対する空調を行う。シート空調部１３の方式は、公知の種々の方式を用いる
ことができる。たとえば、シート空調部１３は、シート内部に吸い込み口を備え、その吸
い込み口から車室の空気を吸い込む方式や、シート内部にダクトを備え、そのダクト内に
冷房空気や暖房空気を流す方式などを用いることができる。加湿部１４は、車室を加湿す
る。
【００１９】
　主空調部１１は、自車の車室に複数設けられた吹き出し口４（図２参照）から吹き出す
風に関する調整（つまり、空調）を行う装置である。また、車室に、１つまたは複数の空
気吸い込み口を備え、車室の空気をその吸い込み口から吸い込む構成を備えていてもよい
。
【００２０】
　主空調部１１が行う吹き出し口４を用いた空調としては、吹き出し口４の開閉、吹き出
す風の集中拡散度合いの調整、吹き出す風の向き（以下、風向）の調整、吹き出す風の温
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度の調整、吹き出す風の量（以下、風量）の調整、風を吹き出す吹き出し口４の選択など
がある。また、吸い込み口に関する空調としては、吸い込み口から吸い込む空気の流量の
調整がある。なお、吹き出し口４と吸い込み口とを総称して空調口ということもできる。
【００２１】
　図２には、３つの吹き出し口４ａ、４ｂ、４ｃが示されている。これらの吹き出し口４
ａ、４ｂ、４ｃを特に区別しないときは、単に吹き出し口４とする。また、吹き出し口４
は、３つの吹き出し口４ａ、４ｂ、４ｃ以外にも、インストゥルパネル下部や、前席背面
、前席下などにも設けられている。
【００２２】
　吹き出し口４ａは、フロントウィンドシールドの付近であって、運転席前方に設けられ
ている。吹き出し口４ｂは、フロントウィンドシールドの付近であって、助手席前方に設
けられている。したがって、これらの吹き出し口４ａ、４ｂは、運転席に着座した運転者
の手が届かない位置にある。これらの吹き出し口４ａ、４ｂの形状は、車幅方向に延びる
長手直線状である。一方、吹き出し口４ｃは、メータフードの隙間に形成されている。
【００２３】
　説明を図１に戻す。操作デバイス２ａ、２ｂは、吹き出し口４の開閉、吹き出し口４か
ら吹き出す風の集中拡散度合いの調整、吹き出し口４から吹き出す風の風向の調整を行う
ための操作デバイスである。２つの操作デバイス２ａ、２ｂを区別しない場合には、単に
操作デバイス２とする。この操作デバイス２は操作部に相当する。
【００２４】
　操作デバイス２ａ、２ｂが設けられている位置は、図２に示すように、自車のダッシュ
ボードの幅方向中央付近であり、ダッシュボードから車室後方に向けて突き出して設けら
れる。
【００２５】
　２つの操作デバイス２ａ、２ｂのうち、右側の操作デバイス２ａが運転席用、左側の操
作デバイス２ｂが助手席用である。これらの操作デバイス２ａ、２ｂは、運転席に着座し
た運転者が操作できる位置にあり、また、助手席用の操作デバイス２ｂは、助手席に着座
した乗員も操作できる位置にある。
【００２６】
　運転席用の操作デバイス２ａは、運転席用の吹き出し口４ａの開閉等を行うためのもの
であり、助手席用の操作デバイス２ｂは、助手席用の吹き出し口４ｂの開閉等を行うため
のものである。
【００２７】
　操作スイッチ３は、操作デバイス２により設定できる種類以外の空調に関する調整を行
うためのスイッチである。たとえば、操作スイッチ３は、吹き出し口４の選択、空調温度
の設定、風量の設定、輻射ヒータ１２の操作、シート空調部１３の操作などを行うための
スイッチである。なお、シート空調部１３の操作を行うための操作スイッチ３を、各シー
ト付近に設けてもよい。
【００２８】
　車両空調用表示装置である表示装置５は、ディスプレイＥＣＵ５１と、表示部５２を備
えている。表示部５２は、カラー表示が可能なものであり、液晶ディスプレイ等を用いて
構成することができる。ディスプレイＥＣＵ５１は、表示制御部に相当しており、表示部
５２に、空調装置１で設定されている風向などの空調の状態を表示させる。
【００２９】
　表示部５２は、自車を運転中の運転者から見やすい位置に設けられる。具体的には、本
実施形態では、図２に示すように、自車のダッシュボード上に、そのダッシュボードの車
幅方向中央付近に設けられる。したがって、操作デバイス２、操作スイッチ３よりも、車
両前方に設置されていることになる。
【００３０】
　この表示装置５は、車両用空調システム１００とは別の車載システム、たとえば、オー



(7) JP 6443188 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

ディオシステムなどと兼用で用いられてもよい。なお、表示部５２として、ＨＵＤ（Head
-Up Dispray）を用いる構成としてもよい。
【００３１】
　顔位置認識装置６は、前席乗員の顔およびその付近を撮影するカメラと、そのカメラが
撮影した画像を解析して、前席乗員の顔位置を決定する制御部とを備えた公知の構成であ
る。顔位置認識装置６は、決定した前席乗員（すなわち運転者と助手席の乗員）の顔位置
を表す信号をディスプレイＥＣＵ５１に逐次出力する。
【００３２】
　（操作デバイス２の説明）
　操作デバイス２は、図３に示すように、ダッシュボードに固定された円筒状の基部２２
を有している。基部２２は、おおよそ円筒状の形状をしている。基部２２は、軸心が自車
の前後方向に平行となるように設けられている。
【００３３】
　円筒型操作部２１も円筒状であり、基部２２に対して、右回りおよび左回りの両方向に
相対回転可能に基部２２と嵌合している。円筒型操作部２１は、この円筒型操作部２１を
備える操作デバイス２に対応する吹き出し口４の開閉、吹き出し口４から吹き出す風の集
中拡散度合いの調整を行うために乗員が操作する操作部である。
【００３４】
　円筒型操作部２１の基部２２に対する相対回転位置は、本実施形態では、「閉」、「集
中」、「通常」、「拡散」の４つの位置が可能である。「閉」は、操作デバイス２に対応
する吹き出し口４から風が出ないようにする場合の位置である。「集中」は、操作デバイ
ス２に対応する吹き出し口４から狭い幅に集中した風が出るようにする場合の位置である
。「拡散」は、操作デバイス２に対応する吹き出し口４から、広い幅に広がる風が出るよ
うにする場合の位置である。「通常」は、操作デバイス２に対応する吹き出し口４から、
「集中」よりも拡散するが、「拡散」よりも集中した風を吹き出す場合の位置である。
【００３５】
　これら４つの位置は、円筒型操作部２１が基部２２に対して一方向に相対回転されるこ
とで、「閉」、「集中」、「通常」、「拡散」の順に変化し、反対方向に円筒型操作部２
１が操作されることで、「拡散」、「通常」、「集中」、「閉」の順に変化する。
【００３６】
　操作デバイス２は、円筒型操作部２１が上記「閉」、「集中」、「通常」、「拡散」の
いずれかの位置である場合に、その位置を表す信号をエアコンＥＣＵ１１１に出力する。
【００３７】
　また、操作デバイス２は、風向の調整を行うためのスティック型操作部２４を備えてい
る。スティック型操作部２４は、その軸心が円筒型操作部２１の軸心と一致する位置が可
能であり、この位置から、スティック型操作部２４は、先端が円筒型操作部２１の軸心か
ら上下左右に離れる方向に傾けることができるようになっている。操作デバイス２は、円
筒型操作部２１の位置を表す信号をエアコンＥＣＵ１１１に出力することに加えて、ステ
ィック型操作部２４が傾いている方向を表す信号もエアコンＥＣＵ１１１に出力する。
【００３８】
　（主空調部１１の説明）
　続いて、図１を用いて、主空調部１１の構成を説明する。主空調部１１は、図１に示す
ように、エアコンＥＣＵ１１１、閉塞板１１２、開閉用モータ１１３、横ルーバ１１４、
横ルーバ用モータ１１５、縦ルーバ１１６、縦ルーバ用モータ１１７、ブロア１１８、温
度調整部１１９を備えている。
【００３９】
　閉塞板１１２は、吹き出し口４よりも風の流路の上流側でその風邪の流路を塞ぐための
可動式の閉塞板であり、一部または全部の吹き出し口４に対して設けられる。開閉用モー
タ１１３は、各閉塞板１１２を、別々に駆動するモータである。
【００４０】
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　横ルーバ１１４は、吹き出し口４ａ、４ｂよりも風の流路の上流側であって、吹き出し
口４ａ、４ｂの付近に設けられている。なお、横ルーバ１１４は、運転席に着座した運転
者からは視認できない位置に設けられている。
【００４１】
　横ルーバ１１４は、吹き出し口４ａ、４ｂの長手方向（つまり、自車の車幅方向）に延
びるように形成されている複数の長板を備える。これら複数の長板は、吹き出し口４ａ、
４ｂの短手方向に互いに間隔をおいて配列されている。横ルーバ１１４の各長板は、それ
ぞれ吹き出し口４ａ、４ｂの長手方向に延びたシャフトを中心に回動可能に配置されてい
る。
【００４２】
　横ルーバ用モータ１１５は、横ルーバ１１４の各長板のシャフト駆動用のモータであっ
て、各長板のシャフトを個別に駆動できるように例えば複数個のモータからなる。
【００４３】
　縦ルーバ１１６も、吹き出し口４ａ、４ｂよりも風の流路の上流側であって、吹き出し
口４ａ、４ｂの付近に設けられている。この縦ルーバ１１６も、運転席に着座した運転者
からは視認できない位置に設けられている。
【００４４】
　縦ルーバ１１６は、吹き出し口４ａ、４ｂの短手方向に延びるように形成されている複
数の長板を備える。これら複数の長板は、吹き出し口４ａ、４ｂの長手方向に互いに間隔
をおいて配列されている。縦ルーバ１１６の各長板は、それぞれ吹き出し口４ａ、４ｂの
短手方向に延びたシャフトを中心に回動可能に配置されている。
【００４５】
　縦ルーバ用モータ１１７は、縦ルーバ１１６の各長板のシャフト駆動用のモータであっ
て、各長板のシャフトを個別に駆動できるように例えば複数個のモータからなる。
【００４６】
　横ルーバ１１４の向きが横ルーバ用モータ１１５により制御されることで、その横ルー
バ１１４の下流にある吹き出し口４から吹き出される風の上下方向の向きが調整される。
また、縦ルーバ１１６の向きが縦ルーバ用モータ１１７により制御されることで、その縦
ルーバ１１６の下流にある吹き出し口４から吹き出される風の左右方向の向きが調整され
る。本実施形態では、これら横ルーバ１１４、縦ルーバ１１６、横ルーバ用モータ１１５
、縦ルーバ用モータ１１７が、吹き出し口４から吹き出される風の向きを調整する機構で
ある。
【００４７】
　ブロア１１８は、吹き出し口４から吹き出される風の風量を調整する。温度調整部１１
９は、熱交換器を備えており、吹き出し口４から吹き出す風の温度を調整する。これらブ
ロア１１８、温度調整部１１９を備えていることから、主空調部１１は、吹き出し口４か
ら吹き出される風の風量を調整する機能、吹き出し口４から吹き出される風の温度を調整
する機能を備える。
【００４８】
　エアコンＥＣＵ１１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭやＲＡＭ等のメモリなどを備え、操作デバイ
ス２、操作スイッチ３から入力される信号をもとに、ＲＯＭに記憶された制御プログラム
を実行することで、自車の空調に関する処理を実行する。
【００４９】
　例えば、エアコンＥＣＵ１１１は、操作スイッチ３から入力される信号をもとに、開閉
用モータ１１３を制御することで、風を吹き出す吹き出し口４を切り替える。また、操作
スイッチ３から入力される信号をもとに、ブロア１１８、温度調整部１１９を調整して、
風量、風の温度を制御する。また、エアコンＥＣＵ１１１は、操作スイッチ３から入力さ
れる信号をもとに、輻射ヒータ１２、シート空調部１３、加湿部１４の制御を行う。
【００５０】
　また、エアコンＥＣＵ１１１は、操作デバイス２から入力される信号をもとに、吹き出
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し口４ａ、４ｂの開閉、および吹き出し口４ａ、４ｂから吹き出される風の集中拡散度合
いを調整する。本実施形態では、吹き出し口４の開閉、および風の集中拡散度合いの調整
は、前述した「閉」、「集中」、「通常」、「拡散」の４段階である。
【００５１】
　円筒型操作部２１の位置が「閉」であれば、操作デバイス２に対応する吹き出し口４の
上流側に設けられたに対する閉塞板１１２が流路を閉じるように、その閉塞板１１２を移
動させる開閉用モータ１１３を駆動させる。
【００５２】
　円筒型操作部２１の位置が「集中」、「通常」、「拡散」の場合には、操作デバイス２
に対応する吹き出し口４の上流側に設けられた閉塞板１１２が流路を開く位置となるよう
に、その閉塞板１１２を移動させる開閉用モータ１１３を駆動させる。
【００５３】
　さらに、円筒型操作部２１の位置が「集中」の場合、エアコンＥＣＵ１１１は、この円
筒型操作部２１を備える操作デバイス２に対応する吹き出し口４の上流側に設けられた縦
ルーバ１１６を回転させるために縦ルーバ用モータ１１７を制御する。縦ルーバ用モータ
１１７による縦ルーバ１１６の制御は、具体的には、縦ルーバ１１６の隣接する長板同士
の間隔が、吹き出し方向に向かうほど狭くなるように各長板を回動させる。これにより、
吹き出す風の左右方向の幅が狭くなる。
【００５４】
　加えて、円筒型操作部２１の位置が「集中」の場合、エアコンＥＣＵ１１１は、横ルー
バ用モータ１１５を制御して、横ルーバ１１４の隣接する長板同士の間隔が、吹き出し方
向に向かうほど狭くなるように各長板を回動させてもよい。この場合、吹き出し口４から
吹き出す風の上下方向の幅も狭くなる。なお、縦ルーバ用モータ１１７を制御せずに、横
ルーバ用モータ１１５を制御することで、吹き出す風が上下方向に集中するように調整し
てもよい。
【００５５】
　円筒型操作部２１の位置が「通常」の場合、エアコンＥＣＵ１１１は、「集中」の場合
と同じ縦ルーバ用モータ１１７を制御して、縦ルーバ１１６の隣接する長板同士が平行に
並ぶように各長板を回動させる。これにより、吹き出す風が集中も拡散もし過ぎないよう
に調整される。加えて、エアコンＥＣＵ１１１は、横ルーバ用モータ１１５を制御して、
横ルーバ１１４の隣接する長板同士が平行に並ぶように各長板を回動させてもよい。
【００５６】
　円筒型操作部２１の位置が「拡散」の場合、エアコンＥＣＵ１１１は、「集中」の場合
と同じ縦ルーバ用モータ１１７を制御して、縦ルーバ１１６の隣接する長板同士の間隔が
、吹き出し方向に向かうほど広くなるように各長板を回動させる。これにより、縦ルーバ
１１６の下流にある吹き出し口４から吹き出す風が拡散する。加えて、エアコンＥＣＵ１
１１は、横ルーバ用モータ１１５を制御して、横ルーバ１１４の隣接する長板同士の間隔
が、吹き出し方向に向かうほど広くなるように各長板を回動させてもよい。この場合、吹
き出す風の上下方向の幅が拡散する。なお、縦ルーバ用モータ１１７を制御せずに、横ル
ーバ用モータ１１５を制御することで、吹き出す風が上下方向に拡散するように調整して
もよい。
【００５７】
　また、エアコンＥＣＵ１１１は、スティック型操作部２４の傾きを表す信号に応じて、
このスティック型操作部２４を備える操作デバイス２に対応する吹き出し口４から吹き出
される風向きを調整する。
【００５８】
　例えば、スティック型操作部２４の傾き方向が自車の上方向や下方向であれば、横ルー
バ用モータ１１５を制御して、横ルーバ１１４の各長板間の吹き出し口４側の間隔を維持
したまま、横ルーバ１１４の各長板を回動させる。これにより、風の集中拡散度合いが保
持されたまま、風向が自車の上方向や下方向に調整される。
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【００５９】
　また、スティック型操作部２４の傾き方向が自車の右方向や左方向であれば、縦ルーバ
用モータ１１７を制御して、縦ルーバ１１６の各長板間の吹き出し口４側の間隔を維持し
たまま、縦ルーバ１１６の各長板を回動させる。これにより、風の集中拡散度合いが保持
されたまま、風向が自車の右方向や左方向に調整される。風向の調整は、上下左右の４方
向に限らず、横ルーバ用モータ１１５と縦ルーバ用モータ１１７との両方を制御すること
で、４方向よりも細分化して行う構成としてもよい。
【００６０】
　なお、エアコンＥＣＵ１１１が実行する機能の一部または全部を、一つあるいは複数の
ＩＣ等によりハードウェア的に構成してもよい。
【００６１】
　（表示部５２に表示される表示例）
　図４は、ディスプレイＥＣＵ５１が表示部５２に表示させる画像である。この画像には
、車室画像７が含まれている。車室画像７は、この車両用空調システム１００が搭載され
る車種の車室とは異なる画像であってもよいし、この車両用空調システム１００が搭載さ
れる車種の車室を表している画像であってもよい。
【００６２】
　この車室画像７は、横長の矩形形状であり車両の車室を三次元的に表している。より詳
しくは、車室画像７は、車室を、車室の斜め後方の上方より見た三次元画像である。した
がって、車室画像７には、吹き出し口４ａ、４ｂが示されている。この車室画像７に、空
調装置１が行なっている空調の状態を示す複数の風情報画像８、空調画像９が重畳表示さ
れている。なお、風情報画像８も、請求項の空調画像に相当する。
【００６３】
　風情報画像８は、複数の吹き出し口４から吹き出される風に関する情報を表す画像であ
る。図４において、車室画像７に重畳表示されている風情報画像８は、具体的には、風情
報画像８ａ～８ｄである。風情報画像８ａは、吹き出し口４ａの付近から延びており、吹
き出し口４ａから吹き出される風に関する情報を表している。風情報画像８ｂは、吹き出
し口４ｂの付近から延びており、吹き出し口４ｂから吹き出される風に関する情報を表し
ている。風情報画像８ｃは、運転席背面から後席に向けて吹き出す風に関する情報を表し
ている。風情報画像８ｄは、助手席背面から後席に向けて吹き出す風に関する情報を表し
ている。
【００６４】
　また、図４において、車室画像７に重畳表示されている空調画像９は、具体的には、運
転席に対してシート空調部１３により空調をしていることを示す空調画像９ａ、助手席に
対してシート空調部１３により空調をしていることを示す空調画像９ｂ、右後席に対して
シート空調部１３により空調をしていることを示す空調画像９ｃ、左後席に対してシート
空調部１３により空調をしていることを示す空調画像９ｄである。
【００６５】
　風情報画像８、空調画像９は、全て、それら風情報画像８、空調画像９に対応する領域
の空調温度を表す色で表示される。なお、ここでの温度は、空調をしていない場合の室温
に対する相対温度である。たとえば、室温よりも低い温度、すなわち、冷房である場合に
は、風情報画像８、空調画像９は水色とする。なお、冷房である場合に、常に同じ水色で
ある必要はなく、室温との温度差に応じた濃さの色となっていてもよい。
【００６６】
　風情報画像８は、各風情報画像８に対応する吹き出し口４またはその付近から、風の吹
き出される向きに延びる長手形状である。
【００６７】
　図５には、車室画像７に、図４とは一部別の風情報画像８ｂ、８ｅ、８ｆ、空調画像９
ａ、９ｂ、９ｅ、９ｆ、９ｇ、９ｈ、９ｉが表示されている例である。図４は冷房時の表
示例であり、この図５は暖房時の表示例である。
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【００６８】
　図５において、風情報画像８ｅは、運転席前方であってダッシュボードの下部から斜め
下方に向けて吹き出される風に関する情報を表している。風情報画像８ｆは、助手席前方
であってダッシュボードの下部から斜め下方に向けて吹き出される風に関する情報を表し
ている。
【００６９】
　空調画像９ｅは、運転席前方であってダッシュボードの下部に配置された輻射ヒータ１
２により空調が行われていることを示す画像である。空調画像９ｆは、助手席前方であっ
てダッシュボードの下部に配置された輻射ヒータ１２により空調が行われていることを示
す画像である。空調画像９ｇは、運転席下部に配置された輻射ヒータ１２により空調が行
われていることを示す画像である。空調画像９ｈは、助手席下部に配置された輻射ヒータ
１２により空調が行われていることを示す画像である。空調画像９ｉは、加湿部１４が作
動していることを表す画像である。
【００７０】
　図５においても、風情報画像８、空調画像９は、それら風情報画像８、空調画像９に対
応する領域の空調温度を表す色で表示される。図５は、前述したように暖房時の表示例で
あり、暖房である場合には、風情報画像８、空調画像９の色は、たとえばオレンジ色とす
る。
【００７１】
　なお、冷房の場合と同様、暖房の場合の風情報画像８、空調画像９の色も、常に同じオ
レンジ色である必要はなく、室温との温度差に応じた濃さの色となっていてもよい。
【００７２】
　また、風情報画像８ｅ、８ｆも、各風情報画像８ｅ、８ｆに対応する吹き出し口４また
はその付近から、風の吹き出される向きに延びる画像である。
【００７３】
　さらに、吹き出し口４ａ、４ｂから吹き出される風は、風向および集中拡散度合いが調
整できるので、この吹き出し口４ａ、４ｂから吹き出される風に関する情報を表す風情報
画像８ａ、８ｂは、風向に応じて向きが変化し、集中拡散度合いに応じて幅が変化する。
また、いずれの風情報画像８も、風量が大きいほど長くなる。すなわち、風量に応じて長
さが変化する。
【００７４】
　図４、図５の表示例には、車室画像７の下に、助手席設定温度７１、風が吹き出されて
いる吹き出し口４がどれであるかを示す図形である作動中吹き出し口図形７２、設定風量
図形７３、運転席設定温度７４も表示されている。
【００７５】
　また、表示部５２には、車室画像７の左右の下部の、部分的にその車室画像７に重畳す
る位置に、顔周辺エリア画像１０ａ、１０ｂも表示されている。
【００７６】
　右側の顔周辺エリア画像１０ａは、車両の正面から見た運転者の顔を表す運転者画像１
０１と運転者の周辺を含んだ画像である。本実施形態の運転者画像１０１は、実際の運転
者を撮影した画像ではなく、予め用意された画像である。ただし、実際の運転者を撮影し
た画像を運転者画像１０１としてもよい。
【００７７】
　顔周辺エリア画像１０ａは、予め固定されたエリアである。一方、ディスプレイＥＣＵ
５１は、顔位置認識装置６から運転者の顔位置を表す信号を取得し、顔周辺エリア画像１
０ａ内において、その信号が表す運転者の顔の位置に対応した位置に運転者画像１０１を
表示する。よって、運転者画像１０１の位置は、顔位置認識装置６が検出した運転者の顔
位置に応じて移動する。
【００７８】
　左側の顔周辺エリア画像１０ｂは、車両の正面から見た助手席の乗員の顔を表す助手席
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乗員画像１０２と助手席の乗員の周辺を含んだ画像である。この助手席乗員画像１０２も
、実際の助手席の乗員を撮影した画像ではなく、予め用意された画像である。ただし、実
際の助手席の乗員を撮影した画像を助手席乗員画像１０２としてもよい。
【００７９】
　顔周辺エリア画像１０ｂも、予め固定されたエリアである。一方、助手席乗員画像１０
２は、運転者画像１０１と同様、顔位置認識装置６が検出した助手席の乗員の顔位置に応
じて移動する。
【００８０】
　また、図４に示す顔周辺エリア画像１０ａ、１０ｂ、図５に示す顔周辺エリア画像１０
ｂには、風向き図形１０３が重畳表示されている。この風向き図形１０３は、互いに平行
な２本の縦線１０３ａと、互いに平行な２本の横線１０３ｂとにより囲まれる矩形範囲に
より、吹き出し口４ａ、４ｂから吹き出される風が向かう向きを表している画像である。
【００８１】
　右側の顔周辺エリア画像１０ａに重畳表示されている風向き図形１０３は、矩形範囲が
、運転者画像１０１における頭の位置のすぐ上に位置している。また、この矩形範囲は左
右方向の長さ、および、上下方向の長さともに、大きさの目安として一定間隔で示されて
いる格子状の目盛線１０４の３本分である。
【００８２】
　この風向き図形１０３から、吹き出し口４ａから吹き出される風が、運転者のすぐ上の
狭い範囲を通過することが分かる。
【００８３】
　これに対して、図４、図５において、左側の顔周辺エリア画像１０ｂに重畳表示されて
いる風向き図形１０３は、矩形範囲が、助手席乗員画像１０２における顔の位置を通って
いる。また、この矩形範囲の左右方向の長さは、目盛線１０４の５本分である。この風向
き図形１０３から、吹き出し口４ｂから吹き出される風が、助手席の乗員の顔付近に、横
方向に比較的広い幅で向かうことが分かる。
【００８４】
　（実施形態のまとめ）
　以上、説明した本実施形態では、運転席から視認可能な位置に設置された表示部５２に
、吹き出し口４から吹き出される風の向きが表示される。したがって、操作デバイス２を
操作する者は、この表示部５２を見ることで、吹き出し口４から吹き出される風の向きを
容易に把握することができる。
【００８５】
　特に、本実施形態では、表示部５２に、三次元的に車両の車室を表す車室画像７が表示
され、この車室画像７に、吹き出し口４またはその付近から風の吹き出される向きに延び
る風情報画像８ａ～８ｆが重畳表示される。したがって、風情報画像８ａ～８ｆが車室画
像７に重畳表示された表示部５２を運転者が見ることにより、運転者は、複数の風情報画
像８ａ～８ｆに対応する吹き出し口４から吹き出されている風の向きを、一度に把握する
ことができる。
【００８６】
　また、三次元的に車両の車室を表す車室画像７に風情報画像８を重畳表示することで、
風向きだけでなく、吹き出し口４から吹き出される風に関する種々の情報を、表示部５２
を見た運転者は一度に把握することができる。
【００８７】
　具体的には、風情報画像８は、風量に応じて長さが変化することから、運転者は、複数
の吹き出し口４から吹き出されている風の風量も、一度に把握することができる。また、
集中拡散度合いを調整できる吹き出し口４ａ、４ｂに対応する風情報画像８ａ、８ｂは、
風の集中拡散度合いに応じて幅が変化することから、運転者は、複数の吹き出し口４から
吹き出されている風の集中拡散度合いも、一度に把握することができる。また、風情報画
像８は、風の温度に応じて色が変化することから、運転者は、複数の吹き出し口４から吹
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き出されている風の温度も、一度に把握することができる。
【００８８】
　さらに、車室画像７には、輻射ヒータ１２、シート空調部１３、加湿部１４により空調
が行われていることを表している空調画像９も表示される。したがって、車室画像７を見
ることで、運転者は、輻射ヒータ１２、シート空調部１３、加湿部１４が作動しているか
どうかも、一度に把握することができる。
【００８９】
　また、本実施形態では、操作デバイス２、操作スイッチ３は、運転席に着座した運転者
の手が届く位置に配置されている一方、表示部５２は操作デバイス２、操作スイッチ３よ
りも、車両前方に設置されている。したがって、運転中に空調の状態を確認あるいは空調
の状態を変更する場合に、視線移動を少なくすることができる。
【００９０】
　また、本実施形態では、風情報画像８により、吹き出し口４から吹き出される風の状態
を表示することに加え、顔周辺エリア画像１０に風向き図形１０３を重畳表示することで
も、吹き出し口４ａ、４ｂから吹き出される風の向き、風の温度を表示する。
【００９１】
　車室画像７に風情報画像８を重畳表示することで、複数の吹き出し口４から吹き出され
る風に関する情報を一度に表すことができる。しかし、車室画像７に風情報画像８を重畳
表示しても、前席乗員に対してどの位置に風が向かっているかは分かりにくい。そこで、
顔周辺エリア画像１０に風向き図形１０３を重畳表示する。これにより、前席乗員に対し
てどの位置に風が向かっているかも容易に把握することができる。
【００９２】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、次の変形例も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しな
い範囲内で種々変更して実施できる。
【００９３】
　＜変形例１＞
　たとえば、前述の実施形態では、運転者は、操作デバイス２と操作スイッチ３により、
空調装置１を操作するが、これらに代えて、タッチパネルを用いて空調装置１を操作して
もよい。
【００９４】
　＜変形例２＞
　前述の実施形態では、吹き出し口４ａ、４ｂから吹き出される風の向き、および、風の
集中拡散度合いを調整できるようになっていたが、その他の吹き出し口４から吹き出され
る風の向き、および集中拡散度合いも調整できるようになっていてもよい。なお、コアン
ダ効果を利用して風向きの調整を行なってもよい。
【００９５】
　＜変形例３＞
　前述の実施形態では、閉塞板１１２を用いて吹き出し口４から吹き出される風を止めて
いたが、ブロア１８を停止させて吹き出し口４から吹き出される風を止めてもよい。
【００９６】
　＜変形例４＞
　図６、図７は、前述の実施形態の顔周辺エリア画像１０とは別の顔周辺エリア画像２１
０を示している。図７の前席乗員画像２１１は、図６の前席乗員画像２１１とは顔の位置
が異なっている。これら図６、図７から分かるように、前席乗員の顔を表す前席乗員画像
２１１は、顔位置認識装置６が検出した前席乗員の顔位置に応じて移動する。
【符号の説明】
【００９７】
１：空調装置　２：操作デバイス　３：操作スイッチ　４：吹き出し口　５：表示装置　
６：顔位置認識装置　７：車室画像　８：風情報画像　９：空調画像　１０：顔周辺エリ
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ア画像　１１：主空調部　１２：輻射ヒータ　１３：シート空調部　１４：加湿部　１８
：ブロア　２１：円筒型操作部　２２：基部　２４：スティック型操作部　５１：ディス
プレイＥＣＵ　５２：表示部　７１：助手席設定温度　７２：作動中吹き出し口図形　７
３：設定風量図形　７４：運転席設定温度　１００：車両用空調システム　１０１：運転
者画像　１０２：助手席乗員画像　１０３：風向き図形　１０４：目盛線　１１１：エア
コンＥＣＵ　１１２：閉塞板　１１３：開閉用モータ　１１４：横ルーバ　１１５：横ル
ーバ用モータ　１１６：縦ルーバ　１１７：縦ルーバ用モータ　１１８：ブロア　１１９
：温度調整部　２１０：顔周辺エリア画像　２１１：前席乗員画像

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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